
後期高齢者医療保険料 （参　　考）

１．賦課所得金額の計算方法（個人単位）

　 年金収入 - -

公的年金等の雑所得*1

２．軽減判定所得の計算方法（同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等）

年金収入 - -

公的年金等の雑所得*1 ※特別控除15万円は、年金収入のみ適用。

軽減所得判定基準表 48,440 円
（円）

*1　公的年金等雑所得の計算方法（H19.1.1現在）

基準額 軽減額 基準額 軽減額 基準額 軽減額 公的年金等の収入金額【A】 公的年金等の雑所得の金額
1人 33万円 68万円 ～1,2000,000円 0円

2人 33万円 57.5万円 103万円 1,200,001円～3,299,999円 【A】-1,200,000円

3人 33万円 82万円 138万円 3,300,000円～4,099,999円 【A】×0.75-375,000円

4,100,000円～7,699,999円 【A】×0.85-785,000円

7,700,000円～ 【A】×0.95-1,555,000円

7割軽減 基礎控除額（33万円）を超えない世帯
5割軽減 基礎控除額（33万円）+ 24.5万円×被保険者数（被保険者である世帯主を除く）

2割軽減 基礎控除額（33万円）+ 35万円×被保険者数

公的年金控除 基礎控除33万円

公的年金控除 特別控除15万円
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